
 

大分地方最低賃金審議会 

議 事 次 第 

 

 

 

 

 

１ 開催日時  令和６年７月 31 日（水）午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  大分労働局 大分第二ソフィアプラザビル４階会議室 

  （大分市東春日町 17 番 20 号） 

 

３ 議  題 

   

（１）令和６年度特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

 

（２）運営小委員会の委員及び委員長・同代理の選出について 

                        

（３）令和６年度地域別最低賃金額改定の目安に係る答申伝達について 

 

（４）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大分地方最低賃金審議会資料 

（令和６年７月 31 日） 

 

（資料番号） 

 

№１･･･ 大分地方最低賃金審議会委員名簿 

№２･･･ 各特定最低最賃の申出書 

№３･･･ 令和６年度大分地方最低賃金審議会の審議日程 

№４･･･ 令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申） 

№５･･･ 令和６年度大分地方最低賃金審議会の審議日程（抜粋版） 

 

別添（統計資料等） 

資料№１･･･ 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会資料 

 

 

資料№２･･･ 賃金実態調査結果関係資料 

           （賃金実態調査結果（冊子）） 

 

資料№３･･･ 大分地方最低賃金審議会資料 

（大分県内の経済・雇用情勢等） 

 

 

 

 

 

 

 



荒井 公美 再任

井田 雅貴 再任

田中 朋子 新任 弁護士

松隈 久昭 再任

本谷 るり 新任

阿部　信幸 新任 ＵＡゼンセン大分県支部次長

二宮 研介 新任 連合大分副事務局長

原口 享子 再任

藤本 雅史 再任

山田 功一 再任

大塚 浩 新任 大分県商工会議所連合会専務理事

髙橋 基典 新任 大分県商工会連合会専務理事

藤野 久信 再任 大分県経営者協会専務理事

宮脇 恵理 再任

渡辺　登 新任

大 分 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 委 員 名 簿  （ 57期 ）
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大分県中小企業団体中央会専務理事

電機連合大分地方協議会事務局長

合同会社アイ・ジー・シー代表社員

令和6年7月31日

                                            （ ５０音順 ）

新・再

特定社会保険労務士

連合大分事務局長

現　　　　　職

大分大学経済学部教授

連合大分女性委員会事務局長

弁護士・社会保険労務士

大分大学経済学部教授
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年月日 曜日 開始時刻 会議名称 議事内容

7月4日 木 13:30 本審 会長等選出、改正諮問、運営規程

7月26日 金 13:30 専門部会
部会長選出、運営規程、
参考人意見聴取

7月31日 水 13:30 本審
目安伝達
特定最賃必要性有無諮問

7月31日 水 本審終了後 専門部会 金額審議（１回目）

8月2日 金 10:00 専門部会 金額審議（２回目）

8月5日 月 10:00 専門部会 金額審議（３回目）

16:00 本審 答申：９月29日（日）法定発効

10:00 専門部会 金額審議　　　予備

16:00

8月20日 火 13:30 運営小委員会
特定最賃必要性の有無審議
参考人意見聴取

8月21日 水 10:00 本審 異議審議（8月5日結審分）

10:00

9月25日 水 13:30 特定最賃合同会議

9月27日～
10月24日

各部会 金額審議

10月25日 金 13:30 本審
特定最賃答申
12月25日（月）統一発効

11月12日 火 10:00 本審 異議審議

3月5日 水 16:00 本審 意向表明

（予備日）

　8月22日（木）～27日（火）
（8月６日以降の答申の場合）

本審（異議審議）
　　異議審議　8月22日（木）（８月６日　結審分）
　　異議審議　8月23日（金）（８月７日　結審分）
　　異議審議　8月26日（月）（８月８日　結審分）
　　異議審議　8月27日（火）（８月９日　結審分）

令和6年度審議日程

専門部会で結審の場合

（予備日）
　8月6日（火）～9日（金）

8月5日までに結審しない場合の
予備日
（審議の進行状況により日程を
調整する。）

本審
　　答申　8月6日（火）：10月２日（水）法定発効
　　答申　8月7日（水）：10月３日（木）法定発効
　　答申　8月8日（木）：10月４日（金）法定発効
　　答申　8月9日（金）：10月５日（土）法定発効

資料№３





 

令和６年７月 25日 

 

厚生労働大臣 武見 敬三 殿 

 

中央最低賃金審議会 

会長 藤村 博之 

 

 

令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

 

令和６年６月 25日に諮問のあった令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について、 

下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 令和６年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみる

に至らなかった。 

２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解（別紙

１）及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告（別紙２）を地方最低賃金審議会

に提示するものとする。 

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会にお

いて、別紙１の２に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されるこ

とを強く期待するものである。 

４ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については労使共通

の認識であり、政府の掲げる「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」を実現す

るためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るととも

に、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組

を継続的に実施するよう政府に対し強く要望する。 

５ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上

げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層の強化を

求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ

場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金引上げの影響を強く受ける中小

企業・小規模事業者がしっかりと活用できるよう充実するとともに、具体的事例も活用し

た周知等の徹底を要望する。加えて、非正規雇用労働者の処遇改善等を支援するキャリア

アップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」

を支援する観点から、賃上げ加算等の充実を強く要望する。 

６ 中小企業・小規模事業者の賃上げの実現に向けて、労働生産性を引き上げるため、設備

投資の促進に資する税制や、省力化投資の補助金等による支援の強化を要望する。加えて、

kanedah
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　資料№４



 

 

   

創業・事業承継やＭ＆Ａの環境整備の一層の強化に取り組むことが必要である。また、成

長市場に進出しようとする者の事業再構築、新製品開発や新市場の開拓、イノベーション

創出、ＤＸ・ＧＸの取組を促進することを要望する。さらに、中小企業・小規模事業者が

これらの施策を一層活用できるよう、周知等を徹底するとともに運用改善を要望する。 

７ 価格転嫁対策については、新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転

嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を実現するため、独占禁止法の執行強化、下請Ｇメ

ン等を活用しつつ事業所管省庁と連携した下請法の執行強化、下請法改正の検討等を行

うとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知徹底を要望す

る。また、価格転嫁円滑化の取組についての実態調査が行われ、転嫁率が低い等の課題が

ある業界については、自主行動計画の策定や改定、改善策の検討を求めることを要望する。

指針別添の交渉用フォーマットについては、業種の特性に応じた展開・活用を促すことを

要望する。さらには、パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性向上に取り組むと

ともに、中小企業等協同組合法に基づく団体協約の更なる活用の推進に向け、活用実態の

調査や組合への制度周知に取り組むことを要望する。さらに、ＢtoＣ事業では相対的に価

格転嫁率が低いといった課題があるため、消費者に対して転嫁に理解を求めていくよう

要望する。 

８ いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができるよう、「年収の壁・支援強化パッケ

ージ」の活用を促進するほか、被用者保険の適用拡大等の見直しに取り組むことを要望す

る。加えて、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額

改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよ

う、発注時における特段の配慮を要望する。 
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 令和６年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解 

 

令和６年７月 24日 

 

 

１ 令和６年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とす

る。 

 

令和６年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安 

 

ランク 都道府県 金額 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 50円 

Ｂ 

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、

福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、

奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、

福岡 

50円 

Ｃ 
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
50円 

 

２（１）目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、令和５年全員協議会報告の

１（２）で「最低賃金法第９条第２項の３要素のデータに基づき労使で丁寧に議論

を積み重ねて目安を導くことが非常に重要であり、今後の目安審議においても徹底

すべきである」と合意されたことを踏まえ、特に地方最低賃金審議会における自主

性発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料を基にするとともに、

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 改訂版」及び「経済財政

運営と改革の基本方針 2024」に配意し、最低賃金法第９条第２項の３要素を考慮し

た審議を行ってきた。 

  

 ア 労働者の生計費 

   労働者の生計費については、関連する指標である消費者物価指数を見ると、「持

家の帰属家賃を除く総合」は、令和５年 10 月から令和６年６月までの期間で見

た場合は平均 3.2％で、前年同期の令和４年 10 月から令和５年６月までの平均

4.3％から引き続き高い水準となっている。なお、消費者物価指数の「総合」、と

りわけ「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目については、経済産業省

が実施するエネルギー価格の負担軽減策である「電気・ガス価格激変緩和対策事
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業」の影響で一定程度押し下げられている（「総合」では、６月は 0.25ポイント

押し下げられていると試算されている）。 

   加えて、年間 15 回以上の購入頻度である食パン、鶏卵などの生活必需品を含

む支出項目である、年間購入頻度階級別指数で見た「頻繁に購入」する品目につ

いても、令和５年 10 月から令和６年６月までの期間で見た場合は平均 5.4％で、

前年同期の令和４年 10 月から令和５年６月までの平均 4.8％から引き続き高い

水準となっている。 

   消費者物価指数については、基本的には「持家の帰属家賃を除く総合」を基に

議論すべきであるが、最低賃金の引上げにより時間当たり賃金が上昇した者がそ

の増加分の賃金の多くを消費に回している調査結果が出ていることを踏まえる

と、生活必需品を含む支出項目を中心とした消費者物価の上昇に伴い、最低賃金

に近い賃金水準の労働者においては、生活が苦しくなっている者もいると考えら

れる。 

   こうした状況を踏まえれば、今年度においては、労働者の生計費については、

最低賃金に近い賃金水準の労働者の購買力を維持する観点から、昨年 10 月以降

の「持家の帰属家賃を除く総合」が示す水準を一定程度上回ることを考慮しつつ、

「頻繁に購入」する生活必需品を含む支出項目に係る消費者物価の上昇も勘案す

る必要がある。 

 

 イ 賃金 

   賃金に関する指標を見ると、春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率は、連合

の第７回（最終）集計結果で、全体で 5.10％、中小でも 4.45％となっており、昨

年を上回る 33 年ぶりの高い水準となっている。さらに、有期・短時間・契約等

労働者の賃上げ額（時給）の加重平均の引上げ率の概算も昨年を上回る 5.74％と

なっている。 

   経団連による春季労使交渉月例賃金引上げ結果（第１回集計）では、大手企業

で 5.58％、中小企業では 3.92％となり、いずれも昨年を上回る水準である。ま

た、日商による中小企業の賃金改定に関する調査の正社員の結果では全体で

3.62％、20人以下の企業で 3.34％、パート・アルバイトの結果では全体で 3.43％、

20人以下で 3.88％となっている。 

   賃金改定状況調査結果については、第４表①②における賃金上昇率（ランク計）

は 2.3％であり、最低賃金が時間額のみで表示されるようになった平成 14 年以

降最大値であった昨年の結果（2.1％）を上回っている。また、継続労働者に限定

した第４表③における賃金上昇率（ランク計）は 2.8％となっており、これも昨

年の結果（2.5％）を上回った。この第４表は、目安審議における重要な参考資料

であり、同表における賃金上昇率を十分に考慮する必要がある。 

   大企業を対象に含む結果である春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率と、30
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人未満の小規模な企業のみを対象とする賃金改定状況調査結果をみると、企業規

模によって賃金上昇率の水準には開きが見られる一方、企業規模に関わらず昨年

を上回る賃金引上げの状況が見られる。 

 

 ウ 通常の事業の賃金支払能力 

   通常の事業の賃金支払能力については、個々の企業の賃金支払能力を指すもの

ではないと解され、これまでの目安審議においても、業況の厳しい産業や企業の

状況のみを見て議論するのではなく、各種統計資料を基に議論を行ってきた。 

   関連する指標を見ると、法人企業統計における企業利益のうち、経常利益につ

いては、令和４年度は資本金 1,000万円以上で 11.8％、1,000万円未満で 70.7％

の増加となっている。また、売上高経常利益率については、資本金 1,000万円以

上では、四半期ごとで令和５年は６～９％程度で推移、令和６年の第１四半期は

7.1％となっており、安定して改善の傾向にある。また、労働分配率について、令

和４年度は資本金 1,000 万円以上で 65.0％、資本金 1,000 万円未満で 84.6％と

なっており、企業の規模が小さいほど労働分配率は高くなっているものの、資本

金 1,000 万円未満において、足下では令和３年度から 6.4 ポイント低下してい

る。加えて、従業員一人当たり付加価値額について、令和３年度は、資本金 1,000

万円未満規模の製造業・非製造業ともに前年度比マイナスだったものが、令和４

年度は、資本金 1,000 万円未満の製造業で 4.5％、非製造業で 5.7％と改善して

いる。 

   一方で日銀短観における売上高経常利益率の大企業と中小企業との開きにつ

いては、令和４年度では製造業で 6.28ポイントの差、非製造業で 3.82ポイント

の差だったのに対し、令和５年度では製造業で 6.79 ポイントの差、非製造業で

4.61ポイントの差となっており、二極化の傾向にある。 

   また、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保するためにも一層重要性

が増している価格転嫁については、中小企業庁が公表した令和６年３月の価格交

渉促進月間のフォローアップ調査によると、前回令和５年９月の価格交渉促進月

間のフォローアップ調査と比べて、受注企業のうちコスト増加分を全額価格転嫁

できた割合は約３ポイント増加（16.9％→19.6％）、一部でも価格転嫁できた割

合は約４ポイント増加（63.0％→67.2％）し、転嫁状況は一部では好転する一方、

１～３割しか価格転嫁できなかった割合は約４ポイント増加（19.6％→23.4％）

し、また、全く転嫁できず又は減額された企業も約２割となっており、二極化の

兆しがある。労務費について見ると、価格交渉が行われた企業（59.5％）のうち、

その約７割において労務費の価格交渉が実施されている一方で、約１割（8.8％）

の企業が「労務費が上昇し、価格交渉を必要と考えたができなかった」と回答し

ている。 

   さらに、倒産件数については、新型コロナウイルス感染症流行下である令和２
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年から令和４年にかけて、資金繰り支援等の各種施策により、倒産件数は低水準

で推移したものの、直近の令和５年においては感染拡大前の水準まで増加し

8,690 件となっており、また、令和６年１～６月の物価高（インフレ）倒産につ

いては、484件（前年同期 375件、29.1％増）発生しており、年半期で初めて 450

件を超え、過去最多を大幅に更新している。 

   なお、賃金改定状況調査の第４表における賃金上昇率は、企業において賃金支

払能力等も勘案して賃金決定がなされた結果であると解釈できるところ、春季賃

上げ妥結状況の結果と大きな差が生じている要因は、それぞれの調査対象企業の

規模等が異なるためであると考えられ、また、法人企業統計における従業員一人

当たり付加価値額をみると、一般に資本金規模が小さい企業ほど労働生産性は低

いことからも、企業規模により、賃上げ原資の程度が異なることに留意する必要

がある。 

 

 エ 各ランクの引上げ額の目安 

   最低賃金について、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024改

訂版」等において、「今年は、昨年を上回る水準の春季労使交渉の結果を含み、労

働者の生計費、事業者の賃金支払能力の３要件も踏まえて、最低賃金の引上げ額

について、公労使三者構成の最低賃金審議会でしっかりと議論いただく」こと、

「労働生産性の引上げ努力等を通じ、2030 年代半ばまでに 1,500 円となること

を目指す目標について、より早く達成ができるよう、中小企業・小規模事業者の

自動化・省力化投資や、事業承継、Ｍ＆Ａの環境整備等について、官民連携して

努力する」こととされていることも踏まえ、公労使で真摯に検討を重ねてきた。

さらに、最低賃金の審議に当たっては、全体の平均値の賃上げ率とともに、賃上

げに取り組めない、あるいは労務費等のコスト増を十分に価格転嫁できていない

企業が一定程度存在することも十分に考慮すべきという意見も踏まえて議論を

行った。 

   この結果、ア～ウで触れたように、①労働者の生計費については、消費者物価

指数（持家の帰属家賃を除く総合）は、昨年 10月から今年６月までで平均 3.2％

となるなど、昨年に引き続き高い水準となっていること、また、生活必需品を含

む「頻繁に購入」する支出項目に係る消費者物価も昨年 10 月から今年６月まで

で平均 5.4％の高い水準であることを考慮し、最低賃金に近い賃金水準の労働者

の購買力を維持するため、最低賃金法に定める労働者の生活の安定を図る趣旨か

らも、この水準を勘案することが、今年度は適当と考えられる。 

   また、②賃金について、春季賃上げ妥結状況における賃金引上げ結果に関して

全体で５％台と昨年を上回る 33 年ぶりの高い水準となっていることや、中小企

業については３％後半から４％台、有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額につ

いては５％台後半の引上げでいずれも昨年を上回る水準となっていることに加
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え、賃金改定状況調査結果第４表①②における今年の賃金上昇率が 2.3％で昨年

を上回り平成 14年以降最大のものとなっている。 

   ③通常の事業の賃金支払能力については、売上高経常利益や従業員一人当たり

付加価値額が高い水準で推移するなど、景気や企業の利益において改善の傾向に

ある。しかし、売上高経常利益率の大企業と中小企業の差が広がっていることや、

価格転嫁率が示すように賃上げ原資を確保することが難しい企業も多く存在し、

二極化の傾向にあると考えられる。また、第４表と春季賃上げ妥結状況の差から

も、小規模事業者は賃金支払能力が相対的に低い可能性がある。そうした中で、

最低賃金は、企業の経営状況にかかわらず、労働者を雇用する全ての企業に適用

され、それを下回る場合には罰則の対象となることも考慮すれば、引上げ率の水

準には一定の限界があると考えられる。 

   これらを総合的に勘案し、特に今年度は、消費者物価の上昇が続いていること

から労働者の生計費を重視した。また、賃上げの流れの維持・拡大を図り、非正

規雇用労働者や中小企業・小規模事業者にも波及させることや、最低賃金法第１

条に規定するとおり、最低賃金制度の目的は、賃金の低廉な労働者について賃金

の最低額を保障し、その労働条件の改善を図り、国民経済の健全な発展に寄与す

るものであることにも留意すると、今年度の各ランクの引上げ額の目安（以下「目

安額」という。）を検討するに当たっては 5.0％（50 円）を基準として検討する

ことが適当であると考えられる。 

   各ランクの目安額については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画 2024改訂版」等において、「今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最

低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る」とされていることも踏ま

え、地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する

最低額の比率を引き続き上昇させていくことが必要である。 

   その上で、賃金改定状況調査結果第４表①②③における賃金上昇率はＣランク、

Ｂランク、Ａランクの順に高くなっている。さらに、消費者物価の上昇率は、Ｃ

ランクがやや高めに推移している。雇用情勢としては、Ｂ・Ｃランクで相対的に

良い状況である。各ランクの目安額について、下位ランクの目安額が上位ランク

を上回ることは理論上あり得るが、各ランクの引上げ額が同額であった場合でも、

地域別最低賃金額が相対的に低い地域の引上げ率がより高くなること、また、引

上げ額が増すほど引上げ率がより高くなることについて留意する必要がある。 

これらのことを考慮すれば、Ａランク 50円（4.6％）、Ｂランク 50円（5.2％）、

Ｃランク 50円（5.6％）とすることが適当であると考えられる。この結果、仮に

目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合は、最高額に対する最低額の比

率は 80.2％から 81.1％となり、地域間格差は比率の面で縮小することとなる。

ただし、地域間の金額の差についても引き続き注視する必要がある。 
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オ 政府に対する要望 

   目安額の検討に当たっては、最低賃金法第９条第２項の３要素を総合的に勘案

することを原則とし、今年度は、特に消費者物価の上昇が続いていることを重視

するとともに、春季労使交渉を始めとする賃金上昇率が昨年を上回る水準となっ

ていること、売上高経常利益率等の賃金支払能力に関する項目が改善傾向にある

ことなどから、目安額を決めた。 

   一方で、労務費を含む価格転嫁の状況が二極化の傾向にあることや、倒産件数、

特に物価高倒産が足下で増加しているといった企業経営を取り巻く環境を踏ま

えれば、一部の中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものである

と言わざるを得ない。また、都市部以外の地域においては小規模事業者がその地

域の生活を維持していくためのセーフティネットとしての役割を果たしている

ところもあり、従業員の処遇改善と企業の持続的発展との両立を図る観点への配

慮も必要である。 

   中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については

労使共通の認識であり、政府の掲げる「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の

好循環」を実現するためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、

生産性向上を図るとともに、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃

上げの原資の確保につなげる取組を継続的に実施するよう政府に対し強く要望

する。 

   生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給

し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援

の一層の強化を求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、

生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金

引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者がしっかりと活用できるよう

充実するとともに、具体的事例も活用した周知等の徹底を要望する。加えて、非

正規雇用労働者の処遇改善等を支援するキャリアアップ助成金、働き方改革推進

支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点から、

賃上げ加算等の充実を強く要望する。 

   さらに、中小企業・小規模事業者の賃上げの実現に向けて、労働生産性を引き

上げるため、設備投資の促進に資する税制や、省力化投資の補助金等による支援

の強化を要望する。加えて、創業・事業承継やＭ＆Ａの環境整備の一層の強化に

取り組むことが必要である。また、成長市場に進出しようとする者の事業再構築、

新製品開発や新市場の開拓、イノベーション創出、ＤＸ・ＧＸの取組を促進する

ことを要望する。さらに、中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一層活用で

きるよう、周知等を徹底するとともに運用改善を要望する。 

   価格転嫁対策については、新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切

な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を実現するため、独占禁止法の執
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行強化、下請Ｇメン等を活用しつつ事業所管省庁と連携した下請法の執行強化、

下請法改正の検討等を行うとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に

関する指針」の周知徹底を要望する。また、価格転嫁円滑化の取組についての実

態調査が行われ、転嫁率が低い等の課題がある業界については、自主行動計画の

策定や改定、改善策の検討を求めることを要望する。指針別添の交渉用フォーマ

ットについては、業種の特性に応じた展開・活用を促すことを要望する。さらに

は、パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性向上に取り組むとともに、

中小企業等協同組合法に基づく団体協約の更なる活用の推進に向け、活用実態の

調査や組合への制度周知に取り組むことを要望する。さらに、ＢtoＣ事業では相

対的に価格転嫁率が低いといった課題があるため、消費者に対して転嫁に理解を

求めていくよう要望する。 

   また、いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができるよう、「年収の壁・支

援強化パッケージ」の活用を促進するほか、被用者保険の適用拡大等の見直しに

取り組むことを要望する。 

 

 カ 地方最低賃金審議会への期待等 

   目安は、地方最低賃金審議会が審議を進めるに当たって、全国的なバランスを

配慮するという観点から参考にされるべきものであり、地方最低賃金審議会の審

議決定を拘束するものではない。こうした前提の下、目安小委員会の公益委員と

しては、目安を十分に参酌しながら、地方最低賃金審議会において、地域別最低

賃金の審議に際し、地域の経済・雇用の実態をデータに基づいて見極めつつ、自

主性を発揮することを期待する。その際、今年度の目安額は、最低賃金が消費者

物価を一定程度上回る水準である必要があることや、賃金上昇率が増加傾向にあ

ること、地域間格差の是正を引き続き図ること等を特に考慮して検討されたもの

であることにも配意いただきたいと考える。また、中央最低賃金審議会が地方最

低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。 

   なお、公益委員見解を取りまとめるに当たって参照した主なデータは別添のと

おりである。 

  

（２）生活保護水準と最低賃金との比較では、昨年度に引き続き乖離が生じていない

ことが確認された。 

  なお、来年度以降の目安審議においても、最低賃金法第９条第３項に基づき、引

き続き、その時点における最新のデータに基づいて生活保護水準と最低賃金との比

較を行い、乖離が生じていないか確認することが適当と考える。 

 

（３）最低賃金引上げの影響については、令和５年全員協議会報告の３（１）に基づ

き、引き続き、影響率や雇用者数等を注視しつつ、慎重に検討していくことが必要
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である。 


























